
新 旧 
構造改革特別区域計画 

（略） 
 
２ 構造改革特別区域の名称 
  【奥四万十きほく】どぶろく・リキュール特区 
 
４ 構造改革特別区域の特性 
 
（略） 
 
(3) 鬼北町の人口（平成 24 年 4 月 1 日） 
 ・総人口‥‥‥‥11,582 人（男 5,422 人、女 6,160 人） 
 ・世帯数‥‥‥‥5,128 世帯 
 ・年齢階層別人口‥14 歳以下 10.8％、15 歳以上 64 歳以下 51.6％、65 歳

以上 37.6％ 
  本町の人口は、昭和 35 年の 22,963 人をピークに減少傾向にある。世帯

数は、町営住宅の建設やニュータウン鬼北の里の分譲等により微増傾向に

あるが、核家族化が進んでいる。また、人口構成は高齢化率が 37.6％で、

県平均の 26.6％を大きく上回る超高齢化社会となっている。 
 
(4) 産業 
  平成 22 年の国勢調査によると、本町の産業別就業者の総数は 4,762 人

構造改革特別区域計画 
（略） 
 
２ 構造改革特別区域の名称 
  【奥四万十きほく】どぶろく特区 
 
４ 構造改革特別区域の特性 
 
（略） 
 
(3) 鬼北町の人口（平成 21 年 4 月 1 日） 
 ・総人口‥‥‥‥12,119 人（男 5,647 人、女 6,472 人） 
 ・世帯数‥‥‥‥5,140 世帯 
 ・年齢階層別人口‥14 歳以下 11.8％、15 歳以上 64 歳以下 52.1％、65

歳以上 36.1％ 
  本町の人口は、昭和 35 年の 22,963 人をピークに減少傾向にある。世

帯数は、町営住宅の建設やニュータウン鬼北の里の分譲等により微増傾向

にあるが、核家族化が進んでいる。また、人口構成は高齢化率が 36.1％
で、県平均の 23.3％を大きく上回る超高齢化社会となっている。 

 
(4) 産業 
  平成 17 年の国勢調査によると、本町の産業別就業者の総数は 5,744 人



でその構成比は、第１次産業が 14.6％、第２次産業は 21.4％、第３次産業

は 64.0％となっている。平成 17 年との比較では、第１次産業、第２次産

業が減少し、第３次産業が増加している。本町の基幹産業は農業であり、

広見川とその支流に拓けた農用地を利用した稲作農業と、中山間地域とい

う地理的条件にあった酪農、養豚等の畜産農業が中心となっている。 
 
（略） 
 
５ 構造改革特別区域計画の意義 
  本特例措置を活用して製造する「濁酒・リキュール」は、新たな特産品

として、本町のＰＲ効果をもたらし誘客を促進するほか、鬼北ブランドの

確立に寄与するものであり、厳しい環境下にある農山村地域の活性化への

貢献が期待できる。 
  「成川渓谷まつり」、「安森そうめん流し」、「広見川川上り駅伝競走大会」

等、豊かな自然環境を活かした各種のイベントを継続したり、新たな交流

イベントを実施するには、多様な優れた人材が不可欠であるが、「濁酒・

リキュール」を活用した本計画を推進していく中で、提案者・各種イベン

ト団体者・行政が、地域間交流の促進と地域経済の活性化を目指して、お

互いが切磋琢磨し、より効果的なイベントの開催や新イベントの企画に携

わることとなり、地域全体を熟知した人材の育成・発掘に繋がり、かつ都

市と農村の交流を見据えた的確な事業の展開も期待できる。 
  また、過疎化、高齢化により活力が低下しつつある中山間地域にあって、

「濁酒・リキュール」製造を中心とした本計画は、遊休化・粗放化してい

でその構成比は、第１次産業が 17.7％、第２次産業は 24.7％、第３次産

業は 57.6％となっている。平成 12 年との比較では、第２次産業が減少し、

第１次産業、第３次産業が増加している。本町の基幹産業は農業であり、

広見川とその支流に拓けた農用地を利用した稲作農業と、中山間地域とい

う地理的条件にあった酪農、養豚等の畜産農業が中心となっている。 
 
（略） 
 
５ 構造改革特別区域計画の意義 
  本特例措置を活用して製造する「濁酒」は、「鬼北熟成雉」から製造す

る「雉酒」に加わる新たな酒類の特産品として、本町のＰＲ効果をもたら

し誘客を促進するほか、鬼北ブランドの確立に寄与するものであり、厳し

い環境下にある農山村地域の活性化への貢献が期待できる。 
  「成川渓谷まつり」、「安森そうめん流し」、「広見川川上り駅伝競走大会」

等、豊かな自然環境を活かした各種のイベントを継続したり、新たな交流

イベントを実施するには、多様な優れた人材が不可欠であるが、「濁酒」

を活用した本計画を推進していく中で、提案者・各種イベント団体者・行

政が、地域間交流の促進と地域経済の活性化を目指して、お互いが切磋琢

磨し、より効果的なイベントの開催や新イベントの企画に携わることとな

り、地域全体を熟知した人材の育成・発掘に繋がり、かつ都市と農村の交

流を見据えた的確な事業の展開も期待できる。 
  また、過疎化、高齢化により活力が低下しつつある中山間地域にあって、

「濁酒」製造を中心とした本計画は、遊休化・粗放化している農地が活用



る農地が活用されるとともに、四万十川上流域という自然環境を活かした

生産活動に地域住民自らが関わるという点でも、意義は非常に大きい。 
 
６ 構造改革特別区域計画の目標 
(1) グリーン・ツーリズムによる交流人口の拡大 
  本町は、個性的で魅力ある町づくりを目指して、住民と行政がともに手

を携えて、豊かな自然環境を活かした町づくりに取り組んでおり、茅葺屋

根の五右衛門風呂付宿泊施設、節安ふれあいの森ロッジや成川渓谷休養セ

ンター等自然体験型宿泊施設も充実している。 
  このような状況を踏まえながら、本町の豊かな自然景観を活用した農

業・自然ふれあい体験メニューのほか、本町特産品を使った料理でのおも

てなし、低タンパク米を原料とした「濁酒」及び本町の特産品であるゆず

等を使用した「リキュール」を提供する等、滞在型交流活動を推進し、都

市と農村の交流人口の拡大を目指す。また、現在活動する地域のリーダー

や農業経験者等多様な人材を巻き込み、遊休農地等を活用した濁酒利用米

の生産普及、ゆず等特産品の生産の活性化に努め、四万十川上流域でのグ

リーン・ツーリズムを推進していく。 
 
(2) 四万十川上流域鬼北ブランドの確立 
  本町の特産品である「鬼北熟成雉」は、愛媛県の『「愛」あるブランド

産品』にも選ばれており、四万十川上流の豊かな自然の中で育っているこ

とをアピールしながら、鬼北ブランドの確立を図っている。 
 これに加え、全国的に流通の少ない低タンパク米と四万十川上流水を利用

されるとともに、四万十川上流域という自然環境を活かした生産活動に地

域住民自らが関わるという点でも、意義は非常に大きい。 
 
６ 構造改革特別区域計画の目標 
(1) グリーン・ツーリズムによる交流人口の拡大 
  本町は、個性的で魅力ある町づくりを目指して、住民と行政がともに手

を携えて、豊かな自然環境を活かした町づくりに取り組んでおり、茅葺屋

根の五右衛門風呂付宿泊施設、節安ふれあいの森ロッジや成川渓谷休養セ

ンター等自然体験型宿泊施設も充実している。 
  このような状況を踏まえながら、本町の豊かな自然景観を活用した農

業・自然ふれあい体験メニューのほか、本町特産品を使った料理でのおも

てなし、低タンパク米を原料とした「濁酒」を提供する等、滞在型交流活

動を推進し、都市と農村の交流人口の拡大を目指す。また、現在活動する

地域のリーダーや農業経験者等多様な人材を巻き込み、遊休農地等を活用

した濁酒利用米の生産普及に努め、四万十川上流域でのグリーン・ツーリ

ズムを推進していく。 
 
 
(2) 四万十川上流域鬼北ブランドの確立 
  本町の特産品である「鬼北熟成雉」は、愛媛県の『「愛」あるブランド

産品』にも選ばれており、四万十川上流の豊かな自然の中で育っているこ

とをアピールしながら、鬼北ブランドの確立を図っている。 
 これに加え、全国的に流通の少ない低タンパク米と四万十川上流水を利用



した他地域と差別化する「濁酒」を製造することによって、鬼北ブランド

の確立を目指す。 
  さらに、本町の古くからの特産品であるゆず等を利用した「リキュール」

を製造し、「濁酒」とともに販売することにより、本町の新しい酒類特産

物事業の展開を図る。 
 
 
７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会

的効果 
  本計画を実施することにより、農家民宿や農家レストランの起業機会を

創出し、新たな雇用の場が生み出される。また、新たな都市住民との交流

を図ることにより、「濁酒・リキュール」を含めた四万十川上流域鬼北ブ

ランドの消費拡大が期待される。さらに、そこに住む住民たちも地域資源

のすばらしさを再発見し、地域住民が自ら持っていた知恵や技術を再活用

しようとする意識啓発も期待できる。 
 
  数値目標 

  H23 年（実績） H25 年（目標） H27 年（目標） H29 年（目標）

総入込客数（千人） 

交流人口数(千人)

観光人口数(千人)

591 599 607 615 
146 148 150 152 
445 451 457 463 

農家民宿・農家ﾚｽﾄﾗﾝ

開業 
0 1 2 3 

した他地域と差別化する「濁酒」を製造することによって、鬼北ブランド

の確立を目指す。 
  平成 21 年 10 月に販売開始した「鬼北熟成雉」を使った「雉酒」とと

もに「濁酒」を販売することにより、本町の新しい酒類特産物事業の展開

を図る。 
 
 
７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会

的効果 
  本計画を実施することにより、農家民宿や農家レストランの起業機会を

創出し、新たな雇用の場が生み出される。また、新たな都市住民との交流

を図ることにより、「濁酒」を含めた四万十川上流域鬼北ブランドの消費

拡大が期待される。さらに、そこに住む住民たちも地域資源のすばらしさ

を再発見し、地域住民が自ら持っていた知恵や技術を再活用しようとする

意識啓発も期待できる。 
 
  数値目標 

  H20 年（実績） H22 年（目標） H24 年（目標） H26 年（目標） 

総入込客数（千人） 

交流人口数(千人)

観光人口数(千人)

683 690 698 706 
138 139 141 143 
545 551 557 563 

農家民宿・農家ﾚｽﾄﾗﾝ

開業 
0 1 2 3 



濁酒製造者（件） 1 2 2 3 
リキュール製造者（件） － 1 2 3 

※交流人口数：スポーツレクリエーション、温泉、イベント来場者 
 ※観光人口数：自然観光、文化・歴史観光、買物 
 
８ 特定事業の名称 
  ７０７（７０８）特定農業者による特定酒類の製造事業 
  ７０９（７１０）特産酒類の製造事業 
 
９ （削除）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

濁酒製造者（件） 0 1 2 3 
 ※交流人口数：スポーツレクリエーション、温泉、イベント来場者 
 ※観光人口数：自然観光、文化・歴史観光、買物 
 
 
８ 特定事業の名称 
  ７０７（７０８）特定農業者による特定酒類の製造事業 
 
 
９ 構造改革特別区域において実施又はその実施を促進しようとする特定

事業に関連する事業その他構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共

団体が必要と認める事項 
 
(1) 各種イベントとの連携 

   「でちこんか」「夏祭り花火大会」「安森洞そうめん流し」「きじまつ

り」「武左衛門ふる里まつり」「節安花とび踊り」等の各種イベント等に

おいて、本町内で収穫・加工した特産品の販売や農業体験を推進し、生

産者と消費者が触れ合う機会を設け、安心安全な食材を求める町外消費

者を誘客し、交流人口の拡大を図る。 

 
(2) 【奥四万十きほく】どぶろく特区支援プロジェクトチームの設置 
  本計画の円滑な推進が図られるようプロジェクトチームを設置し、愛媛

県に支援を要請する。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別紙（特定事業番号７０７（７０８）） 
（略） 
 

 （メンバー） 
  ① 愛媛県（南予地方局） 
   ・地域政策課（酒税法、地域振興等の関係） 
   ・生活衛生課（食費衛生法、旅館業法等の関係） 
   ・環境保全課（水質汚濁防止法、浄化槽法等の関係） 
   ・商工労政課（起業化支援、販売促進、観光振興等の関係） 
   ・農政普及課（農地法、米の栽培技術） 
  ② 鬼北町 
   ・産業課 
   ・地域振興課 
   ・企画財政課 
  ③ 特定事業の事業主体 
 
 （検討協議内容） 
  ① 酒類の製造又は貯蔵等に必要な機械、器具等を備えた製造工場や農 
   家レストラン等の整備に当たり、酒税法、食品衛生法、水質汚濁防止

法等の関係法令との調整。 
  ② より品質の高い濁酒の製造を推進するための、製造方法の研究、指

導の実施 
 
別紙（特定事業番号７０７（７０８）） 
（略） 



別紙（特定事業番号７０９（７１０）） 

 

１ 特定事業の名称 

７０９（７１０） 特産酒類の製造事業 

 

２ 当該規制の特例措置を受けようとする者 

構造改革特別区域内において生産された地域の特産物として指定され

た農産物（ゆず、栗、梅、ブルーベリー、柿、イチゴ、桃、リンゴ、メロ

ン、キウィフルーツ、トマト、スイカ、サツマイモ、サトイモ、ハチミツ

又はこれらに準ずるものとして財務省令で定めるもの。以下「特産物」と

いう。）を原料としたリキュールを製造しようとする者 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

本構造改革特別区域計画の認定を受けた日 

 

４ 特定事業の内容 

① 事業に関与する主体 

上記２に記載の者で、酒類製造免許を受けた者 

② 事業が行われる区域 

愛媛県北宇和郡鬼北町の全域 

③ 事業の実施期間 

上記２に記載した者が、酒類製造免許を受けた日以降 

④ 事業により実現される行為や整備される施設 

上記２に記載した者が、地域の特産物を原料としたリキュールの提供・

販売を通じて地域の活性化を図るためにリキュールを製造する。 



 

５ 当該規制の特例措置の内容 

当該規制の特例措置により、構造改革特別区域内において、本町が指定

する地域の特産物を原料としたリキュールを製造しようとする場合には、

酒類製造免許に係る最低製造数量基準（６キロリットル）が１キロリット

ルに引き下げられ、より小規模な主体も酒類製造免許を受けることが可能

となる。 

このことによって、地域の特産物を新たな地域ブランドとして再生させ

ることができ、地域の活性化に繋がるものである。 

また、農家民宿、農家レストラン、果樹園等において、特産酒類を核と

したツーリズムメニューを充実させることで、鬼北町独自の資源を広く周

知し、グリーンツーリズムの活性化に寄与することができるほか、交流人

口の拡大に繋げていくことができる。 

以上の理由により、本町において当該特例措置の適用が必要である。 

なお、当該特定事業により酒類製造免許を受けた場合、酒税の納税義務

者として必要な申告納税や記帳事務が発生し、税務当局の検査、調査の対

象とされる。 

本町は、無免許製造を防止するために制度内容の広報を行うとともに、

特定事業者が酒税法上の規定に違反しないよう、指導及び支援を行う。 
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